
 

 

地区防災計画の認定について 

 

１ 概要 

地区居住者等が、防災会議に対し地域防災計画に地区防災計画を定めること

を提案する制度として、令和２年４月１日に施行した「八王子市地区防災計画

制度の運用に関する要綱」に基づき、令和６年度は「長池小学校地区防災協議

会」より提案のあった計画案について、地区防災計画に認定するかどうか本会

議に諮るもの。 

２ 長池小学校地区防災協議会に係る書類 

（１）地区防災計画提案書 

（２）事前審査結果確認書 

（３）「長池小学校地区防災計画」概要 

（４）計画案「長池小学校地区防災計画」 

 

３ 地区防災計画認定後の流れ（予定） 

 （１）提案団体へ審議結果の通知 

 （２）地域防災計画別冊にて、認定された地区防災計画名について公表 

 （３）認定された地区防災計画について八王子市ホームページ上で公開 
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